
市・県民税の申告が必要です

(収入が公的年金のみの人は、

扶養人数等により申告不要と

なる場合があります。詳しく

は裏面をご覧ください。)

公的年金以外の所得金額が２０万円以下

公的年金収入金額が４００万円以下

所得税の還付が発生し

還付を希望する

申告不要です  の年金の源泉徴収税額が０円

はい

はい

いいえ

いいえ はい

はい

公的年金以外の所得はない
はい

いいえ

いいえ

公的年金（遺族年金・障害年金を除く）を受給している人の

申告の判断方法

確定申告が必要です (詳しくは税務署へお問い合わせください。)

公的年金等の源泉徴収

票の様式です。

 ～ の内容を見ながら、

下のフローチャートに沿っ

て判断してください。

 に記載されている控除以外に次の各種控除がある

社会保険料控除（国保料など）、生命保険料控除、地震保険料控除、

医療費控除、扶養控除、障害者控除、寡婦・ひとり親控除など
いいえ

はい



６５歳未満 ６５歳以上 ６５歳未満 ６５歳以上

1,015,000円以下 1,515,000円以下 1,050,000円以下 1,550,000円以下

1,592,001円以下 2,019,000円以下 1,860,000円以下 2,220,000円以下

2,012,001円以下 2,334,000円以下 2,326,667円以下 2,570,000円以下

2,432,001円以下 2,649,000円以下 2,793,334円以下 2,920,000円以下

2,852,001円以下 2,964,000円以下 3,260,001円以下 3,270,000円以下

3,272,001円以下 3,279,000円以下 3,726,667円以下 3,726,667円以下

2,166,667円以下 2,450,000円以下

例１
扶養人数（配偶者含む）が０人で年金収入が1,500,000円の６７歳の人
⇒均等割・所得割どちらも非課税のため、申告不要。

例２
扶養人数（配偶者含む）が１人で年金収入が2,200,000円の７０歳の人
⇒均等割のみが課税となり、所得割は非課税となる。
　そのため社会保険料控除等を追加しても、税額は均等割のみで変わりがないので申告不要。

２人

均等割・所得割　【どちらも非課税】 均等割【課税】・所得割【非課税】

０人

１人

３人

４人

５人

障害者・寡婦・
ひとり親に印あり※

※障害者・寡婦・ひとり親に該当する人は、扶養人数に関わらず表の金額以下であれば均等割・所得割どちらも非課税です。

均等割

所得割

扶養人数

（配偶者含む）

年金収入金額

扶養人数

均等割＝4,000円
均等割に森林環境税（国税）1,000円が加算されます。

障害者・寡婦・ひとり親

収入が公的年金（遺族年金・障害者年金を除く）のみで、市民税・県民税に

影響のない人は市民税・県民税の申告の必要はありません。

そのため、社会保険料控除や医療費控除などを追加する申告をしても税額が

変わらない場合があります。

＜申告をしなくても税額に影響のない年金収入金額一覧＞

源泉徴収票（左図の丸囲み部分）を確認

して、次の表「申告をしなくても税額に

影響のない収入金額一覧」に当てはまる

人は、申告の必要がありません。


